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＜自動車損害共済事務取扱要項＞

� 共済委託手続きの概要

共済委託の手続きについては、「建物災害共済事務取扱要項」に準じております。

� 新規申込み手続き
１．新規申込み

新規申込みとは、自動車の購入等で新たに共済契約を申込む場合の手続きです。

本会ホームページから所定の必要事項を入力し、申込みするとともに、インターネット契約

システム画面から印刷した申込総括書に委託団体長印を押印のうえ、当該申込み契約の共済期

間開始日の前日迄に都道府県町村会に必着するよう提出して下さい。

２．委託申込み単位

共済委託申込みは、整理番号で管理できるようになっております。

〔契約イメージ〕

３．新規申込み手続きの要領

（１）車両共済、対物損害賠償共済、対人損害賠償共済の申込み手続き

具体的な入力方法については、「インターネット契約システム操作マニュアル」を参考に

して下さい。

ここでは、各入力項目の説明をいたします。

※参考「インターネット契約システム操作マニュアル」

第８章 自動車損害共済 契約申込処理

８．１ 契約申込処理

８．１．２ ステップ１－２（１）（申込入力）新規・追加・変更・解約

�新規申込

整理番号 承認証番号 車種

００１

１１２０１１１１１１ カローラ

１１２０２２２２２２ セレナ

１１２０３３３３３３ プリウス

１１２０４４４４４４ ハイエース

００２

１１２０５５５５５５ ジムニー

１１２０６６６６６６ アルト

１１２０７７７７７７ スーパーカブ
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＜自動車損害共済事務取扱要項＞

� 共済委託手続きの概要

共済委託の手続きについては、「建物災害共済事務取扱要項」に準じております。

� 新規申込み手続き
１．新規申込み

新規申込みとは、自動車の購入等で新たに共済契約を申込む場合の手続きです。

本会ホームページから所定の必要事項を入力し、申込みするとともに、インターネット契約

システム画面から印刷した申込総括書に委託団体長印を押印のうえ、当該申込み契約の共済期

間開始日の前日迄に都道府県町村会に必着するよう提出して下さい。

２．委託申込み単位

共済委託申込みは、整理番号で管理できるようになっております。

〔契約イメージ〕

３．新規申込み手続きの要領

（１）車両共済、対物損害賠償共済、対人損害賠償共済の申込み手続き

具体的な入力方法については、「インターネット契約システム操作マニュアル」を参考に

して下さい。

ここでは、各入力項目の説明をいたします。

※参考「インターネット契約システム操作マニュアル」

第８章 自動車損害共済 契約申込処理

８．１ 契約申込処理

８．１．２ ステップ１－２（１）（申込入力）新規・追加・変更・解約

�新規申込

整理番号 承認証番号 車種

００１

１１２０１１１１１１ カローラ

１１２０２２２２２２ セレナ

１１２０３３３３３３ プリウス

１１２０４４４４４４ ハイエース

００２

１１２０５５５５５５ ジムニー

１１２０６６６６６６ アルト

１１２０７７７７７７ スーパーカブ
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都道府県番号 団体番号 団体枝番 団体名（枝番名）

１３ １９８０７ 永田町

１３ １９８０７ ０１ 永田町（水道事業会計）

１３ １９８０７ ０２ 永田町（町立病院）

（ア）「都道府県番号」欄

本会にて２桁の都道府県番号を指定しております。

（イ）「団体番号」欄

本会にて５桁の団体番号を指定しております。

（ウ）「団体枝番」欄

団体内で会計別や管理部署等で区分して管理する場合、０１～５０までの枝番を設定するこ

とができます。

〔例〕

（ア）

（イ） （ウ）
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（エ）「整理番号」欄

団体が契約を分類管理するための番号です。任意に３桁の番号（００１～９９９）を設定でき

ます。

（オ）「共済期間」欄

物件ごとに共済委託する期間の始期と終期を西暦年号にて設定して下さい。

（注）共済の責任期間は、共済期間の初日の午後４時（１６時）に始まり、最終日の午後４

時（１６時）に終わります。

共済期間が１ヵ年でない場合、分担金は月割計算となります。この場合、初日の１６時か

ら翌月以降の応答する日の１６時をもって１ヵ月としますが、初日が月の末日の場合は、応

答する月の末日をもって応答日といたします。

（エ）

（オ）

（カ）

（キ）
（ク）

（ケ）

（コ）

（サ）
（シ）
（ス）

（セ）

（ソ）

（タ）

（チ）
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自動車登録番号又は車両番号
熊本 ５００ た １１１１

（カ）「自動車登録番号」欄

①車検証の登録番号（ナンバープレート）等になります。

ナンバープレート 自動車検査証

熊本 ５００

た １１－１１

システム入力欄

熊本 た （登録番号漢字）

５００ － １１１１ （登録番号数字）

②ナンバープレートを付けていない無登録自動車（構内車等）は、車台番号（フレーム

ナンバー）を１４文字以内で設定して下さい。

なお、１４文字以内に車台番号が納まらない場合は、「－」以下の数字を優先して設

定して下さい。

システム入力欄

RA５３－１２３４５６ （車台番号）

共済期間（月数）の計算例

共済期間 期 間
（月 数） 備 考

始期日 終期日
４月１日 ５月１日 １カ月 １カ月
４月１日 ４月１５日 １カ月 １５日
４月１日 ５月２日 ２カ月 １カ月１日
４月３０日 ５月３１日 １カ月 始期日が月の末日
１月３１日 ２月２８日 １カ月 （平年）
１月３１日 ２月２９日 １カ月 （閏年）
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（キ）「車名」欄

トヨタ等の会社名を除いて、カローラ、クラウン等の車名をカタカナにより２０字以内で

設定して下さい。

（ク）「用途」欄

自動車の車種・用途など、車体の形状から本会所定の用途コード表の用途コードを設定

するものです。

車種・用途は、陸運局登録車は自動車検査証、原付自動車・小型特殊自動車は標識交付

証明書でご確認下さい。

また、車種・用途に基づき基率を設定しますので十分確認願います。

適用基率車種 車 種 車種分類番号 用 途 用途コード

自家用貨物車

普通貨物自動車

１
１０ ～１９
１００ ～１９９
１AA ～１ZZ
１０A ～１９Z
１A０ ～１Z９

普 通 貨 物 １０

小型貨物自動車

４
４０ ～４９
４００ ～４９９
４AA ～４ZZ
４０A ～４９Z
４A０ ～４Z９

小 型 貨 物 ４０

乗合自動車 営業用乗合自動車
自家用乗合自動車

２
２０ ～２９
２００ ～２９９
２AA ～２ZZ
２０A ～２９Z
２A０ ～２Z９

営業用乗合

自家用乗合

２０

２１

自家用乗用車

普通乗用自動車

３
３０ ～３９
３００ ～３９９
３AA ～３ZZ
３０A ～３９Z
３A０ ～３Z９

普 通 乗 用 ３０

小型乗用自動車

５
５０ ～５９
５００ ～５９９
５AA ～５ZZ
５０A ～５９Z
５A０ ～５Z９

小 型 乗 用 ５０
７
７０ ～７９
７００ ～７９９
７AA ～７ZZ
７０A ～７９Z
７A０ ～７Z９

消防自動車 特種用途自動車

８
８０ ～８９
８００ ～８９９
８AA ～８ZZ
１０A ～１９Z
１A０ ～１Z９

消 防 ８０

特殊用途車

特種用途自動車

８
８０ ～８９
８００ ～８９９
８AA ～８ZZ
８０A ～８９Z
８A０ ～８Z９

救 急
塵 芥
ふ ん 尿
その他特種

８１
８２
８３
８９

大型特殊自動車

０
００ ～０９
９０ ～９９
０００ ～０９９
９００ ～９９９
９AA ～９ZZ
９０A ～９９Z
９A０ ～９Z９

ブル・ドーザー ９０

（注）小型貨物４０は軽自動車の四輪貨物０６と間違いやすいので注意して下さい。
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○特種用途自動車

人又は物の運送以外の工作又は作業等を主たる目的とし、使用目的遂行に必要な特殊な

構造装置を固定的に具備するもので、表中の救急車等の他、自動車損害賠償保障法施行令

に定める散水自動車、霊きゅう車、同規則に定める工作自動車、図書館自動車等

○大型特殊自動車

①次に掲げる自動車であって、小型特殊自動車以外のもの

１）ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビ

適用基率車種 車 種 車種分類番号 用 途 用途コード

９
９０ ～９９
０００ ～０９９
９００ ～９９９
９AA ～９ZZ
９０A ～９９A
９A０ ～９Z９

ロード・ローラー ９１

特殊用途車
大型特殊自動車 ０

００ ～０９
９０ ～９９
０００ ～０９９
９００ ～９９９
０AA ～０ZZ
００A ～０９Z
０A０ ～０Z９

その他大型特殊 ９９

小型特殊自動車 なし その他小型特殊 ０９

軽 自 動 車

軽 自 動 車
（６６０cc 以下）

（二輪の自動車を
除く。）

０
８０ ～８９
８００ ～８９９
８AA ～８ZZ
８０A ～８９Z
８A０ ～８Z９

特 種 用 途 ０１

３ 三 輪 ０３
６
６６
４０ ～４９
４００ ～４９９
４AA ～４ZZ
４０A ～４９Z
４A０ ～４Z９

四 輪 貨 物 ０６

８
８８
５０ ～５９
５００ ～５９９
５AA ～５ZZ
５０A ～５９Z
５A０ ～５Z９

四 輪 乗 用 ０８

三輪自動車

三輪貨物自動車

６
６０ ～６９
６００ ～６９９
６AA ～６ZZ
６０A ～６９Z
６A０ ～６Z９

三 輪 貨 物 ６０

三 輪 乗 用 車

７
７０ ～７９
７００ ～７９９
７AA ～７ZZ
７０A ～７９Z
７A０ ～７Z９

三 輪 乗 用 ６７

二輪自動車

小型二輪自動車
（２５１cc 以上）

なし 小 型 二 輪 ７０

軽 二 輪 自 動 車
（１２６cc～２５０cc）

１ 軽 二 輪 ７１

原動機付自転車
（５０cc～１２５cc）

なし 原 付 ７５
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ライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フイニッシャ、タイヤ・

ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマー、ホイール・ブレーカ、

フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、

ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土

交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊

な構造を有する自動車

２）農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指

定する農耕作業用自動車

②ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

○小型特殊自動車

上記の①に掲げる自動車であって、自動車の大きさが長さ４．７０メートル以下、幅１．７０

メートル以下、高さ２．８０メートル以下に該当するもののうち最高速度１５キロメートル毎時

以下のもの

上記２）に掲げる自動車であって、最高速度３５キロメートル毎時未満のもの

○電気自動車

自動車検査証又は標識交付証明書等で車種・用途をご確認下さい。

○スノーモービル

排気量６６０�超～２０００�は小型乗用自動車（用途コード５０）

排気量１２５�超～６６０�は軽自動車の四輪乗用（用途コード０８）

排気量１２５�以下は原動機付自転車（用途コード７５）

（ケ）「製造年次」欄

自動車検査証の初年度登録年月を西暦に換算し設定して下さい。

（コ）「取得年月」欄

新車、中古車を問わず当該車両を取得した年月を西暦年号で設定して下さい。

（サ）「取得価額」欄

①新車、中古車を問わず当該車両を取得した購入価額を設定して下さい。

②取得価額には消費税を含みますが、登録手数料等は除いて下さい。

③車両を無償又は特別な低廉価額で取得した場合若しくは不明の場合は、取得時における

当該車両の一般的な市場価額（自動車価格月報等を参考）を取得価額として下さい。

④リース車両はリース代金ではなく、③と同様に一般的な市場価額を取得価額として下さい。

⑤通常の自動車の付属品と見られない機器（除雪器具、無線機、スピーカー等）を取付け

た価額を含めて取得価格とする場合は、取付機器名を別途申込む必要があります。

（自動車損害共済事務取扱要項）

― 147 ―



○取得価額について

取得（購入）価額の１万円未満を切捨て、万円位は、５万円単位で切捨てるか、切り上

げるかのどちらかを選択して、設定して下さい。（二輪自動車（原動機自転車を含む。）は

１万円単位。以下同じ。）

〔例〕購 入 価 額 （１万円未満切捨て） 取得価額

１０５万円（５万円単位で切上げ）

１０３万６千円 → １０３万円 →

�
�
��
��
�

又は

１００万円（５万円単位で切捨て）

１１０万円（５万円単位で切上げ）

１０９万９千円 → １０９万円 →

�
�
��
��
�

又は

１０５万円（５万円単位で切捨て）

（シ）「車両見積額」欄

上記（サ）により設定した取得価額に、取得年月から共済期間始期までの経過年数に対

応する車両見積額算出係数を乗じて得た額となります。

その際、車両見積額算出係数を乗じて得た額の１万円未満は切捨て、１万円から５万円

までを５万円に、６万円から１０万円までを１０万円として車両見積額を設定して下さい。な

お、二輪自動車は１万円単位となります。

また、車両見積額が基準共済責任額に満たない場合は、基準共済責任額（次頁参照）を

もって当該車両見積額として下さい。

〔例〕

取得価額 係数 （１万円未満切捨て） 車両見積額

１０５万円 ×０．８５＝８９万２，５００円 → ８９万円 → ９０万円

①乗合自動車及び消防自動車ならびに特殊工作車は年間１０％、それ以外の乗用車等にあっ

ては年間１５％とする。なお、３０％以下は逓減しないものとする。

②自動車を取得した後、大規模な改修が行われたり、特別の装備が加えられたなど、その

車両の価額が著しく増加したと認められるとき又は消防自動車等で特別の理由により経

年による減価損を差引き算出した車両見積額が低きに失すると認められるときは、適正

価額を見積り、これを車両見積額とすることができます。
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（ス）「車両責任額」欄

車両共済責任額は、一事故において本会が責任を負う最高限度額です。この車両共済責

任額と車両見積額の設定額との関係によって災害共済金の算出方法が異なってきます。

①車両共済責任額＝車両見積額

車両共済責任額が車両見積額と同額に設定されている場合は、車両共済金は支払の対象

となる損害額がそのまま車両共済金として支払われることになります。

②車両共済責任額＜車両見積額

車両共済責任額が車両見積額に満たない額で設定されている場合は、全損事故の場合は

車両共済責任額相当額となり、分損事故の場合は車両見積額に対して設定した車両共済責

任額の割合により、比例てん補の方法に基づき、損害額の一部しか車両共済金として支払

われないことになります。

なお、車両共済責任額は基準共済責任額（最低責任額）以上で、（シ）で設定した車両

見積額までの範囲内において、万円位は５万円又は１０万円単位の額で設定して下さい。

（二輪自動車は１万円単位）

〔例〕 車両見積額 車両共済責任額

９０万円 ９０万円（以下に設定する場合は、８５万円、８０万円・・・

のように５万円単位）

車両見積額算出係数表

経過年数

係 数

A B

乗用車、貨物車その他右欄
B以外の自動車

乗合自動車（２０，２１）
消防自動車（８０）
特殊工作車（９０，９１，９９，０９）

０年（０ヵ月～１ヵ月） １．００ １．００

１年（２ヵ月～１２ヵ月） ０．８５ ０．９０

２年（１３ヵ月～２４ヵ月） ０．７０ ０．８０

３年（２５ヵ月～３６ヵ月） ０．５５ ０．７０

４年（３７ヵ月～４８ヵ月） ０．４０ ０．６０

５年
A（４９ヵ月以上）
B（４９ヵ月～６０ヵ月）

０．３０ ０．５０

６年（６１ヵ月～７２ヵ月） ０．３０ ０．４０

７年（７３ヵ月以上） ０．３０ ０．３０

（注）特殊工作車には、大型・小型の特殊自動車を含みます。
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（セ）「対物責任額」欄

対物責任額は、一事故において本会が支払責任を負う最高限度額です。

基準となる共済責任額は１００万円です。この基準額を超える共済責任額とする場合は、

１００万円単位で設定して下さい。

なお、１，０００万円を超える共済責任額とする場合は、「対物責任額無制限」となります。

（ソ）「対人責任額」欄

対人責任額は、被害者１名当たりに本会が支払責任を負う最高限度額です。

基準となる共済責任額は２，０００万円です。この基準額を超える共済責任額とする場合は、

１，０００万円単位で設定して下さい。

なお、１５，０００万円を超える共済責任額とする場合は、「対人責任額無制限」となります。

（タ）「契約書区分」欄

①借上欄

リース車両等借り上げ車の場合は、「借上」欄を「有」に設定して下さい。

また、賃貸借契約書（写）を総括書とともに都道府県町村会に提出して下さい。なお、

車検証の使用者欄が委託団体の場合は、賃貸借契約書（写）に代わり、車検証（写）を

提出することができます。

②特定借上欄

消防団員の所有車両について、消防活動の間のみ委託団体が臨時に借り上げて使用す

る場合は「特定借上」に該当しますので、「特定借上」欄を「有」に設定して下さい。

また、賃貸借契約書（写）を総括書とともに都道府県町村会に提出して下さい。

車両基準共済責任額は、下表のとおりです。

車 両 種 別 用 途 コ ー ド 基準共済責任額

自 家 用 貨 物 車 １０，４０

２０万円自 家 用 乗 用 車 ３０，５０

消 防 自 動 車 ８０

特 殊 用 途 車 ８１，８２，８３，８９，９０，９１，９９，０９

乗 合 自 動 車 ２０，２１ ３０万円

軽自動車 ０１，０３，０６，０８，６０，６７ ５万円

二輪自動車 ７０，７１，７５ ３万円

三輪自動車を
含む

原動機付自
転車を含む

（自動車損害共済事務取扱要項）

― 150 ―



（チ）「メモ情報」欄

団体担当者の管理用にご自由に入力できます。（入力は任意です。）

（２）車両共済の取付機器申込み手続き

自動車に通常の付属品と見られない機器（除雪機、無線機、スピーカー等）を取付け、そ

の価額を取得価額に含めて車両共済を申込む場合は、取付機器名をあわせて申込む必要があ

ります。なお、消防自動車の消火機器や緊急車の赤色灯等は通常の付属品とします。

入力方法については、「インターネット契約システム操作マニュアル」を参考にして下さ

い。

※参考「インターネット契約システム操作マニュアル」

第８章 自動車損害共済 契約申込処理

８．１ 契約申込処理

８．１．５ 入力補足機能

�取付機器入力

（ツ）

（ツ）「取付機器名」欄

取付ける機器の名称を１５文字以内で設定して下さい。

なお、取付機器は１車両につき１０機器以内にまとめて下さい。
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Ⅲ 契約内容変更手続き

１．契約内容変更

契約内容変更とは、共済委託契約締結後において、当該共済期間中に承認証に記載された契

約内容に変更が生じる場合に、該当する契約内容を変更する手続きのことをいいます。

本会ホームページから所定の必要事項を入力し申込みするとともに、インターネット契約シ

ステム画面から印刷した申込総括書に委託団体長印を押印のうえ、契約内容を変更する事由が

発生した３０日以内に都道府県町村会に必着するよう提出して下さい。

本会は申込総括書を受理した後、内容を審査し、承認後「内容変更承認裏書」を送付いたし

ます。

納付分担金に過不足が生じた場合は、「分担金額通知書兼請求書」にて通知いたします。

２．内容変更手続の要領

具体的な入力方法については、「インターネット契約システム操作マニュアル」を参考にし

て下さい。

※参考「インターネット契約システム操作マニュアル」

第８章 自動車損害共済 契約申込処理

８．１ 契約申込処理

８．１．２ ステップ１－２（１）（申込入力）新規・追加・変更・解約

�内容変更

３．取付機器明細の変更

（１）既契約の車両に新たに機器を取付ける場合又は既契約取付機器の他に新たに機器を取付

ける場合は内容変更になります。内容変更の既契約車両の車両情報から「取付機器を入力す

る」を選択し、新たに取付ける機器名を入力し、新たに取付ける機器を含めた車両取得価額

・車両見積額・車両責任額に変更して下さい。

（２）既契約の車両の取付機器のうち、一つを取り外してその機器を抹消する場合は、内容変

更の既契約車両の車両情報から「取付機器を入力する」を選択し、該当する取付機器の「解

約」欄にチェックを入れ、抹消した取付機器を差引いた車両取得価額・車両見積額・車両責

任額に変更して下さい。

（３）既契約の車両の取付機器全てを取り外して、その機器を抹消する場合は、内容変更の既

契約車両の車両情報から「取付機器を入力する」を選択し、契約のある取付機器の「解約」

欄全てにチェックを入れ、抹消した取付機器を差引いた車両取得価額・車両見積額・車両責

任額に変更して下さい。
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（４）承認証に添付の明細書に記載されてある機器名を変更する場合は、内容変更の既契約車

両の車両情報から「取付機器を入力する」を選択し、該当する機器名に変更して下さい。

４．内容変更承認裏書

（１）上段は変更前の契約内容で、下段は変更後の内容になります。

（２）過不足分担金は変更前の契約内容と変更後の契約内容により、次の計算方法により算出

したものです。マイナス表示の場合は過剰額となります。

過不足分担金＝変更後契約の分担金－（変更前契約の分担金－変更前契約の既経過分担金）

（３）発行済の承認証に添付して保管して下さい。共済金請求書等に添付の場合は、承認証写

しとともに、内容変更承認裏書の写しを提出して下さい。
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Ⅳ 解約手続き

１．解約

解約とは、共済期間の中途において共済委託契約を解除することをいい、所有権若しくは占

有権が異動したときなどの解約の事由が生じた場合に手続きを行います。

この場合は、本会ホームページから所定の必要事項を入力し、申込みするとともに、イン

ターネット契約システム画面から印刷した申込総括書に委託団体長印を押印のうえ、解約する

事由が発生した３０日以内に都道府県町村会に必着するよう提出して下さい。

本会はこれを受理し、その事由の生じた日を共済期間の終期とした既経過期間に対する分担

金を算出（月割計算）し、その金額を既に収納した分担金から差引いた残額を返戻いたします。

解約返戻金は「分担金額通知書兼請求書」と「自動車損害共済委託物件解約明細書」にて当該

団体へ通知いたします。

なお、車両共済、対物賠償共済、対人賠償共済ごとの共済委託をとりやめる場合、又は取付

機器を抹消する場合は、契約内容の変更となりますので、内容変更により手続きをして下さい。

２．解約手続の要領

具体的な入力方法については、「インターネット契約システム操作マニュアル」を参考にし

て下さい。

※参考「インターネット契約システム操作マニュアル」

第８章 自動車損害共済 契約申込処理

８．１ 契約申込処理

８．１．２ ステップ１－２（１）（申込入力）新規・追加・変更・解約

�解約
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Ⅴ 継続申込み手続き

１．継続申込み

継続申込みとは、すでに共済委託契約が締結されている物件の共済期間が満了するのに伴い、

引き続き委託するための契約更改の手続きのことをいいます。

継続手続きの流れとしては以下のとおりとなります。

（１）継続月の概ね１カ月前に、継続案内『「自動車損害共済継続委託申込」について』を本

会から委託団体に送付。

（２）継続案内到着後、本会ホームページにおいて以下の作業を行なう。

①継続契約の内容を確認する。

②必要に応じ、継続契約に対して、追加・内容変更・非継続を行い、継続契約を整える。

③申込みするとともに、インターネット契約システム画面から継続総括書を印刷する。

（３）出力した継続総括書に委託団体長印を押印のうえ、当該申込み契約の共済期間開始日の

前日迄に都道府県町村会に必着するよう提出する。

（注）①共済期間満了日の間近に申込みを行った、新規申込み、内容変更、解約については、

次回契約の始期日までの期間が短いため、継続データに反映されません。この場合

は、新規の場合は再度の新規申込み、内容変更の場合は内容変更になっていない継

続契約を内容変更にして申込み、解約の場合は解約になっていない継続契約を非継

続にして申込みをして下さい。

②共済期間は現共済契約期間の終期日を始期日とした１年間となっております。

２．継続申込みの要領

具体的な入力方法については、「インターネット契約システム操作マニュアル」を参考にし

て下さい。

※参考「インターネット契約システム操作マニュアル」

第９章 自動車損害共済 継続申込

９．１ 継続処理
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Ⅵ 共済基金分担金

共済委託団体は、毎共済期間ごとに共済責任額に応じて共済基金分担金を納めていただかなけ

ればなりません。分担金額は承認証発行時に通知いたします。

１．分担金額の算出

共済基金分担金は、分担金基率表に掲げられた車両種別ごとの基準分担金に、基準共済責任

額を超える共済責任額に応じた加算分担金を乗じて得た額を合算した額となります。

〔計算方法〕

（１）共済期間１年の場合

（例）

車両種別 自家用貨物車

車両共済責任額 ８５０万円

対物賠償共済責任額 ５００万円

対人賠償共済責任額 １０，０００万円

（ア）車両共済分担金 基準共済責任額を超える共済責任額
に応じた加算分担金基準分担金

７，３３０円＋
５０－２０
５

×５２０円 ＋
１００－５０
５

×４２０円 ＋
５００－１００
５

×２１０円 ＋

８５０－５００
５

×１００円 ＝３８，４５０円

（イ）対物賠償共済分担金 基準共済責任額を超える共済責任額
に応じた加算分担金基準分担金

５，３２０円＋
２００－１００
１００

×１，８６０円 ＋
５００－２００
１００

×９３０円 ＝９，９７０円

（ウ）対人賠償共済分担金 基準共済責任額を超える共済責任額
に応じた加算分担金基準分担金

３，６６０円＋
５，０００－２，０００
１，０００

×３５０円 ＋
１０，０００－５，０００
１，０００

×１７０円 ＝ ５，５６０円

（２）共済期間が短期の場合

共済期間開始日から翌月の応答日を１ヵ月として、月数を算出しますが、端日数が出た場

合は１ヶ月（P１４３（オ）「共済期間」の欄参照）とします。算出した月数に１年間の分担金

の１／１２を乗じて分担金を算出します。
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（例）

車両種別 自家用貨物車

共済期間 ５カ月

車両共済責任額 ８５０万円（１年間の分担金 ３８，４５０円）

対物賠償共済責任額 ５００万円（ 〃 ９，９７０円）

対人賠償共済責任額 １０，０００万円（ 〃 ５，５６０円）

（ア）車両共済分担金

３８，４５０円
１２

× ５ ＝１６，０２０８ 円

円位未満を切捨てて、１円位を１０円位に切上げ、分担金は１６，０２０円

（イ）対物賠償共済分担金

９，９７０円
１２

× ５ ＝ ４，１５４１６・・ 円

円位未満を切捨てて、１円位を１０円位に切上げ、分担金は４，１６０円

（ウ）対人賠償共済分担金

５，５６０円
１２

×５ ＝ ２，３１６６６・・ 円

円位未満を切捨てて、１円位を１０円位に切上げ、分担金は２，３２０円

（３）共済責任額を内容変更により中途増額する場合

車両共済、対物賠償共済、対人賠償共済の共済責任額を中途増額する場合は、次の計算例

のとおりとなります。

（例）対人共済責任額「１０，０００万円」を「共済責任額無制限」に増額する場合

車両種別 自家用貨物車

共済期間 １２年４月１日から１３年４月１日

増額する日 １２年６月１５日

共済期間１年の分担金 共済責任額 １０，０００万円 ５，５６０円

共済責任額無制限 ６，１３０円

（ア）現契約の中途増額する日後の未経過分担金の算出

払込分担金－既経過分担金＝未経過分担金

５，５６０円
１２

×３＝ １，３８９９９・・ 円
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円位未満を切捨てて、１円位を１０円位に切上げ、既経過分担金は１，３９０円

５，５６０円－１，３９０円＝４，１７０円…未経過分担金

（イ）中途増額後の分担金

共済期間終期までの月数は９カ月（９カ月と１７日となりますが、１カ月に満たない端日

数は切捨てます。）

６，１３０円
１２

×９＝ ４，５９７４９・・ 円

円位未満を切捨てて、１円位を１０円位に切上げ、新分担金は４，６００円

（ウ）分担金通知額

新分担金－未経過分担金＝通知額

４，６００円－４，１７０円＝４３０円
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２．分担金基率表（共済期間１年）

（１）車両共済基率

車 両 種 別

基 準 共済責任額が基準を超える場合の加算分担金

共 済
責 任 額 分 担 金

基準とな
る共済責
任額を超
え５０万円
までの額
について
５万円ご
とに

５０万円を
超え１００
万円まで
の額につ
いて５万
円ごとに

１００万円
を 超 え
５００万円
までの額
について
５万円ご
とに

５００万円
を 超 え
１，０００万
円までの
額につい
て５万円
ごとに

１，０００万 円
を超える５
万円ごとに

ア 自家用貨物車 ２０万円 ７，３３０円 ５２０円 ４２０円 ２１０円 １００円 ５０円

イ 乗合自動車 ３０万円 ５，９７０円 ６４０円 ５１０円 ２５０円 １２０円 ６０円

ウ 自家用乗用車 ２０万円 ９，１６０円 ６１０円 ４９０円 ２４０円 １２０円 ６０円

エ 特殊用途車 ２０万円 ６，５８０円 ４３０円 ３５０円 １７０円 ８０円 ４０円

オ 消防自動車 ２０万円 ３，３５０円 ２１０円 １７０円 ８０円 ４０円 ２０円

カ 軽 自 動 車

（三輪自動車を含む）
５万円 ２，８２０円 ４５０円 ３６０円 １８０円 ９０円 ４０円

キ 二輪自動車 共 済
責 任 額 分 担 金

基準とな
る共済責
任額を超
え５０万円
までの額
について
１万円ご
とに

５０万円を
超え１００
万円まで
の額につ
いて１万
円ごとに

１００万円
を 超 え
５００万円
までの額
について
１万円ご
とに

５００万 円
を 超 え
１，０００万
円までの
額につい
て１万円
ごとに

１，０００万円
を超える１
万円ごとに

３万円 ５７０円 ４０円 ３０円 ２０円 １０円 １０円

原動機付自転
車を含む
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（２）対物損害賠償共済基率

車 両 種 別

基 準
共済責任額が基準を超える

場 合 の 加 算 分 担 金

共済責任額

無 制 限

共 済

責 任 額
分 担 金

基準となる

共済責任額

を超え２００

万円までの

額について

２００万円を

超え５００万

円までの額

に つ い て

１００万円ご

とに

５００万円を

超え１，０００

万円までの

額について

１００万円ご

とに

分 担 金

ア 自家用貨物車 １００万円 ５，３２０円 １，８６０円 ９３０円 ４６０円 １３，６５０円

イ 乗合自動車 １００万円 ７，３９０円 ２，５９０円 １，２９０円 ６４０円 １８，９７０円

ウ 自家用乗用車 １００万円 ５，３４０円 ２，１５０円 １，０７０円 ５３０円 １４，６５０円

エ 特殊用途車 １００万円 ６，６５０円 ２，６７０円 １，３３０円 ６６０円 １８，５９０円

オ 消防自動車 １００万円 ２，３４０円 ２００円 １００円 ５０円 ３，６３０円

カ 軽自動車

（三輪自動車を含む）
１００万円 ３，４５０円 ４１０円 ２００円 １００円 ５，８６０円

キ 二輪自動車

１００万円 ４００円 １２０円 ６０円 ３０円 ９７０円原動機付自転
車を含む
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（３）対人損害賠償共済基率

車 両 種 別

基 準
共済責任額が基準を超える

場 合 の 加 算 分 担 金

共済責任額

無 制 限

共 済

責 任 額
分 担 金

基準となる

共済責任額

を 超 え

５，０００万 円

までの額に

つ い て

１，０００万 円

ごとに

５，０００万 円

を 超 え

１０，０００万円

までの額に

つ い て

１，０００万 円

ごとに

１０，０００万円

を超える

１５，０００万円

ま で１，０００

万円ごとに
分 担 金

ア 自家用貨物車 ２，０００万円 ３，６６０円 ３５０円 １７０円 ８０円 ６，１３０円

イ 乗合自動車 ２，０００万円 ４，８９０円 ４００円 ２００円 １００円 ７，７５０円

ウ 自家用乗用車 ２，０００万円 ３，５９０円 ３９０円 １９０円 ９０円 ６，４４０円

エ 特殊用途車 ２，０００万円 ５，２５０円 ５８０円 ２９０円 １５０円 ９，３４０円

オ 消防自動車 ２，０００万円 ２，６３０円 １１０円 ５０円 ２０円 ３，４９０円

カ 軽 自 動 車

（三輪自動車を含む）
２，０００万円 １，８７０円 １２０円 ６０円 ３０円 ２，７１０円

キ 二輪自動車

２，０００万円 １，１２０円 ９０円 ４０円 ２０円 １，８１０円原動機付自転
車を含む
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３．分担金早見表（共済期間１年）

（１）車両共済分担金 その１（二輪自動車を除く。）

自動車の種類
及び用途
コード

共済責任額

自家用貨物車
（１０，４０）

乗合自動車
（２０，２１）

自家用乗用車
（３０，５０）

消防自動車
（８０）

特殊用途車
（８１，８２，８３，８９，
９０，９１，９９，０９）

軽自動車
（０１，０３，０６，０８）
三輪自動車
（６０，６７）

万円
５
１０
１５
２０
２５
３０
３５
４０
４５
５０

円

７，３３０
７，８５０
８，３７０
８，８９０
９，４１０
９，９３０
１０，４５０

円

５，９７０
６，６１０
７，２５０
７，８９０
８，５３０

円

９，１６０
９，７７０
１０，３８０
１０，９９０
１１，６００
１２，２１０
１２，８２０

円

３，３５０
３，５６０
３，７７０
３，９８０
４，１９０
４，４００
４，６１０

円

６，５８０
７，０１０
７，４４０
７，８７０
８，３００
８，７３０
９，１６０

円
２，８２０
３，２７０
３，７２０
４，１７０
４，６２０
５，０７０
５，５２０
５，９７０
６，４２０
６，８７０

５５
６０
６５
７０
７５
８０
８５
９０
９５
１００

１０，８７０
１１，２９０
１１，７１０
１２，１３０
１２，５５０
１２，９７０
１３，３９０
１３，８１０
１４，２３０
１４，６５０

９，０４０
９，５５０
１０，０６０
１０，５７０
１１，０８０
１１，５９０
１２，１００
１２，６１０
１３，１２０
１３，６３０

１３，３１０
１３，８００
１４，２９０
１４，７８０
１５，２７０
１５，７６０
１６，２５０
１６，７４０
１７，２３０
１７，７２０

４，７８０
４，９５０
５，１２０
５，２９０
５，４６０
５，６３０
５，８００
５，９７０
６，１４０
６，３１０

９，５１０
９，８６０
１０，２１０
１０，５６０
１０，９１０
１１，２６０
１１，６１０
１１，９６０
１２，３１０
１２，６６０

７，２３０
７，５９０
７，９５０
８，３１０
８，６７０
９，０３０
９，３９０
９，７５０
１０，１１０
１０，４７０

１０５
１１０
１１５
１２０
１２５
１３０
１３５
１４０
１４５
１５０

１４，８６０
１５，０７０
１５，２８０
１５，４９０
１５，７００
１５，９１０
１６，１２０
１６，３３０
１６，５４０
１６，７５０

１３，８８０
１４，１３０
１４，３８０
１４，６３０
１４，８８０
１５，１３０
１５，３８０
１５，６３０
１５，８８０
１６，１３０

１７，９６０
１８，２００
１８，４４０
１８，６８０
１８，９２０
１９，１６０
１９，４００
１９，６４０
１９，８８０
２０，１２０

６，３９０
６，４７０
６，５５０
６，６３０
６，７１０
６，７９０
６，８７０
６，９５０
７，０３０
７，１１０

１２，８３０
１３，０００
１３，１７０
１３，３４０
１３，５１０
１３，６８０
１３，８５０
１４，０２０
１４，１９０
１４，３６０

１０，６５０
１０，８３０
１１，０１０
１１，１９０
１１，３７０
１１，５５０
１１，７３０
１１，９１０
１２，０９０
１２，２７０

１５５
１６０
１６５
１７０
１７５
１８０
１８５
１９０
１９５
２００

１６，９６０
１７，１７０
１７，３８０
１７，５９０
１７，８００
１８，０１０
１８，２２０
１８，４３０
１８，６４０
１８，８５０

１６，３８０
１６，６３０
１６，８８０
１７，１３０
１７，３８０
１７，６３０
１７，８８０
１８，１３０
１８，３８０
１８，６３０

２０，３６０
２０，６００
２０，８４０
２１，０８０
２１，３２０
２１，５６０
２１，８００
２２，０４０
２２，２８０
２２，５２０

７，１９０
７，２７０
７，３５０
７，４３０
７，５１０
７，５９０
７，６７０
７，７５０
７，８３０
７，９１０

１４，５３０
１４，７００
１４，８７０
１５，０４０
１５，２１０
１５，３８０
１５，５５０
１５，７２０
１５，８９０
１６，０６０

１２，４５０
１２，６３０
１２，８１０
１２，９９０
１３，１７０
１３，３５０
１３，５３０
１３，７１０
１３，８９０
１４，０７０
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自動車の種類
及び用途
コード

共済責任額

自家用貨物車
（１０，４０）

乗合自動車
（２０，２１）

自家用乗用車
（３０，５０）

消防自動車
（８０）

特殊用途車
（８１，８２，８３，８９，
９０，９１，９９，０９）

軽自動車
（０１，０３，０６，０８）
三輪自動車
（６０，６７）

万円
２０５
２１０
２１５
２２０
２２５
２３０
２３５
２４０
２４５
２５０

円
１９，０６０
１９，２７０
１９，４８０
１９，６９０
１９，９００
２０，１１０
２０，３２０
２０，５３０
２０，７４０
２０，９５０

円
１８，８８０
１９，１３０
１９，３８０
１９，６３０
１９，８８０
２０，１３０
２０，３８０
２０，６３０
２０，８８０
２１，１３０

円
２２，７６０
２３，０００
２３，２４０
２３，４８０
２３，７２０
２３，９６０
２４，２００
２４，４４０
２４，６８０
２４，９２０

円
７，９９０
８，０７０
８，１５０
８，２３０
８，３１０
８，３９０
８，４７０
８，５５０
８，６３０
８，７１０

円
１６，２３０
１６，４００
１６，５７０
１６，７４０
１６，９１０
１７，０８０
１７，２５０
１７，４２０
１７，５９０
１７，７６０

円
１４，２５０
１４，４３０
１４，６１０
１４，７９０
１４，９７０
１５，１５０
１５，３３０
１５，５１０
１５，６９０
１５，８７０

２５５
２６０
２６５
２７０
２７５
２８０
２８５
２９０
２９５
３００

２１，１６０
２１，３７０
２１，５８０
２１，７９０
２２，０００
２２，２１０
２２，４２０
２２，６３０
２２，８４０
２３，０５０

２１，３８０
２１，６３０
２１，８８０
２２，１３０
２２，３８０
２２，６３０
２２，８８０
２３，１３０
２３，３８０
２３，６３０

２５，１６０
２５，４００
２５，６４０
２５，８８０
２６，１２０
２６，３６０
２６，６００
２６，８４０
２７，０８０
２７，３２０

８，７９０
８，８７０
８，９５０
９，０３０
９，１１０
９，１９０
９，２７０
９，３５０
９，４３０
９，５１０

１７，９３０
１８，１００
１８，２７０
１８，４４０
１８，６１０
１８，７８０
１８，９５０
１９，１２０
１９，２９０
１９，４６０

１６，０５０
１６，２３０
１６，４１０
１６，５９０
１６，７７０
１６，９５０
１７，１３０
１７，３１０
１７，４９０
１７，６７０

３０５
３１０
３１５
３２０
３２５
３３０
３３５
３４０
３４５
３５０

２３，２６０
２３，４７０
２３，６８０
２３，８９０
２４，１００
２４，３１０
２４，５２０
２４，７３０
２４，９４０
２５，１５０

２３，８８０
２４，１３０
２４，３８０
２４，６３０
２４，８８０
２５，１３０
２５，３８０
２５，６３０
２５，８８０
２６，１３０

２７，５６０
２７，８００
２８，０４０
２８，２８０
２８，５２０
２８，７６０
２９，０００
２９，２４０
２９，４８０
２９，７２０

９，５９０
９，６７０
９，７５０
９，８３０
９，９１０
９，９９０
１０，０７０
１０，１５０
１０，２３０
１０，３１０

１９，６３０
１９，８００
１９，９７０
２０，１４０
２０，３１０
２０，４８０
２０，６５０
２０，８２０
２０，９９０
２１，１６０

１７，８５０
１８，０３０
１８，２１０
１８，３９０
１８，５７０
１８，７５０
１８，９３０
１９，１１０
１９，２９０
１９，４７０

３５５
３６０
３６５
３７０
３７５
３８０
３８５
３９０
３９５
４００

２５，３６０
２５，５７０
２５，７８０
２５，９９０
２６，２００
２６，４１０
２６，６２０
２６，８３０
２７，０４０
２７，２５０

２６，３８０
２６，６３０
２６，８８０
２７，１３０
２７，３８０
２７，６３０
２７，８８０
２８，１３０
２８，３８０
２８，６３０

２９，９６０
３０，２００
３０，４４０
３０，６８０
３０，９２０
３１，１６０
３１，４００
３１，６４０
３１，８８０
３２，１２０

１０，３９０
１０，４７０
１０，５５０
１０，６３０
１０，７１０
１０，７９０
１０，８７０
１０，９５０
１１，０３０
１１，１１０

２１，３３０
２１，５００
２１，６７０
２１，８４０
２２，０１０
２２，１８０
２２，３５０
２２，５２０
２２，６９０
２２，８６０

１９，６５０
１９，８３０
２０，０１０
２０，１９０
２０，３７０
２０，５５０
２０，７３０
２０，９１０
２１，０９０
２１，２７０

（自動車損害共済事務取扱要項）
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自動車の種類
及び用途
コード

共済責任額

自家用貨物車
（１０，４０）

乗合自動車
（２０，２１）

自家用乗用車
（３０，５０）

消防自動車
（８０）

特殊用途車
（８１，８２，８３，８９，
９０，９１，９９，０９）

軽自動車
（０１，０３，０６，０８）
三輪自動車
（６０，６７）

万円
４０５
４１０
４１５
４２０
４２５
４３０
４３５
４４０
４４５
４５０

円
２７，４６０
２７，６７０
２７，８８０
２８，０９０
２８，３００
２８，５１０
２８，７２０
２８，９３０
２９，１４０
２９，３５０

円
２８，８８０
２９，１３０
２９，３８０
２９，６３０
２９，８８０
３０，１３０
３０，３８０
３０，６３０
３０，８８０
３１，１３０

円
３２，３６０
３２，６００
３２，８４０
３３，０８０
３３，３２０
３３，５６０
３３，８００
３４，０４０
３４，２８０
３４，５２０

円
１１，１９０
１１，２７０
１１，３５０
１１，４３０
１１，５１０
１１，５９０
１１，６７０
１１，７５０
１１，８３０
１１，９１０

円
２３，０３０
２３，２００
２３，３７０
２３，５４０
２３，７１０
２３，８８０
２４，０５０
２４，２２０
２４，３９０
２４，５６０

円
２１，４５０
２１，６３０
２１，８１０
２１，９９０
２２，１７０
２２，３５０
２２，５３０
２２，７１０
２２，８９０
２３，０７０

４５５
４６０
４６５
４７０
４７５
４８０
４８５
４９０
４９５
５００

２９，５６０
２９，７７０
２９，９８０
３０，１９０
３０，４００
３０，６１０
３０，８２０
３１，０３０
３１，２４０
３１，４５０

３１，３８０
３１，６３０
３１，８８０
３２，１３０
３２，３８０
３２，６３０
３２，８８０
３３，１３０
３３，３８０
３３，６３０

３４，７６０
３５，０００
３５，２４０
３５，４８０
３５，７２０
３５，９６０
３６，２００
３６，４４０
３６，６８０
３６，９２０

１１，９９０
１２，０７０
１２，１５０
１２，２３０
１２，３１０
１２，３９０
１２，４７０
１２，５５０
１２，６３０
１２，７１０

２４，７３０
２４，９００
２５，０７０
２５，２４０
２５，４１０
２５，５８０
２５，７５０
２５，９２０
２６，０９０
２６，２６０

２３，２５０
２３，４３０
２３，６１０
２３，７９０
２３，９７０
２４，１５０
２４，３３０
２４，５１０
２４，６９０
２４，８７０

５０５
５１０
５１５
５２０
５２５
５３０
５３５
５４０
５４５
５５０

３１，５５０
３１，６５０
３１，７５０
３１，８５０
３１，９５０
３２，０５０
３２，１５０
３２，２５０
３２，３５０
３２，４５０

３３，７５０
３３，８７０
３３，９９０
３４，１１０
３４，２３０
３４，３５０
３４，４７０
３４，５９０
３４，７１０
３４，８３０

３７，０４０
３７，１６０
３７，２８０
３７，４００
３７，５２０
３７，６４０
３７，７６０
３７，８８０
３８，０００
３８，１２０

１２，７５０
１２，７９０
１２，８３０
１２，８７０
１２，９１０
１２，９５０
１２，９９０
１３，０３０
１３，０７０
１３，１１０

２６，３４０
２６，４２０
２６，５００
２６，５８０
２６，６６０
２６，７４０
２６，８２０
２６，９００
２６，９８０
２７，０６０

２４，９６０
２５，０５０
２５，１４０
２５，２３０
２５，３２０
２５，４１０
２５，５００
２５，５９０
２５，６８０
２５，７７０

５５５
５６０
５６５
５７０
５７５
５８０
５８５
５９０
５９５
６００

３２，５５０
３２，６５０
３２，７５０
３２，８５０
３２，９５０
３３，０５０
３３，１５０
３３，２５０
３３，３５０
３３，４５０

３４，９５０
３５，０７０
３５，１９０
３５，３１０
３５，４３０
３５，５５０
３５，６７０
３５，７９０
３５，９１０
３６，０３０

３８，２４０
３８，３６０
３８，４８０
３８，６００
３８，７２０
３８，８４０
３８，９６０
３９，０８０
３９，２００
３９，３２０

１３，１５０
１３，１９０
１３，２３０
１３，２７０
１３，３１０
１３，３５０
１３，３９０
１３，４３０
１３，４７０
１３，５１０

２７，１４０
２７，２２０
２７，３００
２７，３８０
２７，４６０
２７，５４０
２７，６２０
２７，７００
２７，７８０
２７，８６０

２５，８６０
２５，９５０
２６，０４０
２６，１３０
２６，２２０
２６，３１０
２６，４００
２６，４９０
２６，５８０
２６，６７０

（自動車損害共済事務取扱要項）
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自動車の種類
及び用途
コード

共済責任額

自家用貨物車
（１０，４０）

乗合自動車
（２０，２１）

自家用乗用車
（３０，５０）

消防自動車
（８０）

特殊用途車
（８１，８２，８３，８９，
９０，９１，９９，０９）

軽自動車
（０１，０３，０６，０８）
三輪自動車
（６０，６７）

万円
６０５
６１０
６１５
６２０
６２５
６３０
６３５
６４０
６４５
６５０

円
３３，５５０
３３，６５０
３３，７５０
３３，８５０
３３，９５０
３４，０５０
３４，１５０
３４，２５０
３４，３５０
３４，４５０

円
３６，１５０
３６，２７０
３６，３９０
３６，５１０
３６，６３０
３６，７５０
３６，８７０
３６，９９０
３７，１１０
３７，２３０

円
３９，４４０
３９，５６０
３９，６８０
３９，８００
３９，９２０
４０，０４０
４０，１６０
４０，２８０
４０，４００
４０，５２０

円
１３，５５０
１３，５９０
１３，６３０
１３，６７０
１３，７１０
１３，７５０
１３，７９０
１３，８３０
１３，８７０
１３，９１０

円
２７，９４０
２８，０２０
２８，１００
２８，１８０
２８，２６０
２８，３４０
２８，４２０
２８，５００
２８，５８０
２８，６６０

円
２６，７６０
２６，８５０
２６，９４０
２７，０３０
２７，１２０
２７，２１０
２７，３００
２７，３９０
２７，４８０
２７，５７０

６５５
６６０
６６５
６７０
６７５
６８０
６８５
６９０
６９５
７００

３４，５５０
３４，６５０
３４，７５０
３４，８５０
３４，９５０
３５，０５０
３５，１５０
３５，２５０
３５，３５０
３５，４５０

３７，３５０
３７，４７０
３７，５９０
３７，７１０
３７，８３０
３７，９５０
３８，０７０
３８，１９０
３８，３１０
３８，４３０

４０，６４０
４０，７６０
４０，８８０
４１，０００
４１，１２０
４１，２４０
４１，３６０
４１，４８０
４１，６００
４１，７２０

１３，９５０
１３，９９０
１４，０３０
１４，０７０
１４，１１０
１４，１５０
１４，１９０
１４，２３０
１４，２７０
１４，３１０

２８，７４０
２８，８２０
２８，９００
２８，９８０
２９，０６０
２９，１４０
２９，２２０
２９，３００
２９，３８０
２９，４６０

２７，６６０
２７，７５０
２７，８４０
２７，９３０
２８，０２０
２８，１１０
２８，２００
２８，２９０
２８，３８０
２８，４７０

７０５
７１０
７１５
７２０
７２５
７３０
７３５
７４０
７４５
７５０

３５，５５０
３５，６５０
３５，７５０
３５，８５０
３５，９５０
３６，０５０
３６，１５０
３６，２５０
３６，３５０
３６，４５０

３８，５５０
３８，６７０
３８，７９０
３８，９１０
３９，０３０
３９，１５０
３９，２７０
３９，３９０
３９，５１０
３９，６３０

４１，８４０
４１，９６０
４２，０８０
４２，２００
４２，３２０
４２，４４０
４２，５６０
４２，６８０
４２，８００
４２，９２０

１４，３５０
１４，３９０
１４，４３０
１４，４７０
１４，５１０
１４，５５０
１４，５９０
１４，６３０
１４，６７０
１４，７１０

２９，５４０
２９，６２０
２９，７００
２９，７８０
２９，８６０
２９，９４０
３０，０２０
３０，１００
３０，１８０
３０，２６０

２８，５６０
２８，６５０
２８，７４０
２８，８３０
２８，９２０
２９，０１０
２９，１００
２９，１９０
２９，２８０
２９，３７０

７５５
７６０
７６５
７７０
７７５
７８０
７８５
７９０
７９５
８００

３６，５５０
３６，６５０
３６，７５０
３６，８５０
３６，９５０
３７，０５０
３７，１５０
３７，２５０
３７，３５０
３７，４５０

３９，７５０
３９，８７０
３９，９９０
４０，１１０
４０，２３０
４０，３５０
４０，４７０
４０，５９０
４０，７１０
４０，８３０

４３，０４０
４３，１６０
４３，２８０
４３，４００
４３，５２０
４３，６４０
４３，７６０
４３，８８０
４４，０００
４４，１２０

１４，７５０
１４，７９０
１４，８３０
１４，８７０
１４，９１０
１４，９５０
１４，９９０
１５，０３０
１５，０７０
１５，１１０

３０，３４０
３０，４２０
３０，５００
３０，５８０
３０，６６０
３０，７４０
３０，８２０
３０，９００
３０，９８０
３１，０６０

２９，４６０
２９，５５０
２９，６４０
２９，７３０
２９，８２０
２９，９１０
３０，０００
３０，０９０
３０，１８０
３０，２７０
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自動車の種類
及び用途
コード

共済責任額

自家用貨物車
（１０，４０）

乗合自動車
（２０，２１）

自家用乗用車
（３０，５０）

消防自動車
（８０）

特殊用途車
（８１，８２，８３，８９，
９０，９１，９９，０９）

軽自動車
（０１，０３，０６，０８）
三輪自動車
（６０，６７）

万円
８０５
８１０
８１５
８２０
８２５
８３０
８３５
８４０
８４５
８５０

円
３７，５５０
３７，６５０
３７，７５０
３７，８５０
３７，９５０
３８，０５０
３８，１５０
３８，２５０
３８，３５０
３８，４５０

円
４０，９５０
４１，０７０
４１，１９０
４１，３１０
４１，４３０
４１，５５０
４１，６７０
４１，７９０
４１，９１０
４２，０３０

円
４４，２４０
４４，３６０
４４，４８０
４４，６００
４４，７２０
４４，８４０
４４，９６０
４５，０８０
４５，２００
４５，３２０

円
１５，１５０
１５，１９０
１５，２３０
１５，２７０
１５，３１０
１５，３５０
１５，３９０
１５，４３０
１５，４７０
１５，５１０

円
３１，１４０
３１，２２０
３１，３００
３１，３８０
３１，４６０
３１，５４０
３１，６２０
３１，７００
３１，７８０
３１，８６０

円
３０，３６０
３０，４５０
３０，５４０
３０，６３０
３０，７２０
３０，８１０
３０，９００
３０，９９０
３１，０８０
３１，１７０

８５５
８６０
８６５
８７０
８７５
８８０
８８５
８９０
８９５
９００

３８，５５０
３８，６５０
３８，７５０
３８，８５０
３８，９５０
３９，０５０
３９，１５０
３９，２５０
３９，３５０
３９，４５０

４２，１５０
４２，２７０
４２，３９０
４２，５１０
４２，６３０
４２，７５０
４２，８７０
４２，９９０
４３，１１０
４３，２３０

４５，４４０
４５，５６０
４５，６８０
４５，８００
４５，９２０
４６，０４０
４６，１６０
４６，２８０
４６，４００
４６，５２０

１５，５５０
１５，５９０
１５，６３０
１５，６７０
１５，７１０
１５，７５０
１５，７９０
１５，８３０
１５，８７０
１５，９１０

３１，９４０
３２，０２０
３２，１００
３２，１８０
３２，２６０
３２，３４０
３２，４２０
３２，５００
３２，５８０
３２，６６０

３１，２６０
３１，３５０
３１，４４０
３１，５３０
３１，６２０
３１，７１０
３１，８００
３１，８９０
３１，９８０
３２，０７０

９０５
９１０
９１５
９２０
９２５
９３０
９３５
９４０
９４５
９５０

３９，５５０
３９，６５０
３９，７５０
３９，８５０
３９，９５０
４０，０５０
４０，１５０
４０，２５０
４０，３５０
４０，４５０

４３，３５０
４３，４７０
４３，５９０
４３，７１０
４３，８３０
４３，９５０
４４，０７０
４４，１９０
４４，３１０
４４，４３０

４６，６４０
４６，７６０
４６，８８０
４７，０００
４７，１２０
４７，２４０
４７，３６０
４７，４８０
４７，６００
４７，７２０

１５，９５０
１５，９９０
１６，０３０
１６，０７０
１６，１１０
１６，１５０
１６，１９０
１６，２３０
１６，２７０
１６，３１０

３２，７４０
３２，８２０
３２，９００
３２，９８０
３３，０６０
３３，１４０
３３，２２０
３３，３００
３３，３８０
３３，４６０

３２，１６０
３２，２５０
３２，３４０
３２，４３０
３２，５２０
３２，６１０
３２，７００
３２，７９０
３２，８８０
３２，９７０

９５５
９６０
９６５
９７０
９７５
９８０
９８５
９９０
９９５
１，０００

４０，５５０
４０，６５０
４０，７５０
４０，８５０
４０，９５０
４１，０５０
４１，１５０
４１，２５０
４１，３５０
４１，４５０

４４，５５０
４４，６７０
４４，７９０
４４，９１０
４５，０３０
４５，１５０
４５，２７０
４５，３９０
４５，５１０
４５，６３０

４７，８４０
４７，９６０
４８，０８０
４８，２００
４８，３２０
４８，４４０
４８，５６０
４８，６８０
４８，８００
４８，９２０

１６，３５０
１６，３９０
１６，４３０
１６，４７０
１６，５１０
１６，５５０
１６，５９０
１６，６３０
１６，６７０
１６，７１０

３３，５４０
３３，６２０
３３，７００
３３，７８０
３３，８６０
３３，９４０
３４，０２０
３４，１００
３４，１８０
３４，２６０

３３，０６０
３３，１５０
３３，２４０
３３，３３０
３３，４２０
３３，５１０
３３，６００
３３，６９０
３３，７８０
３３，８７０
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自動車の種類
及び用途
コード

共済責任額

自家用貨物車
（１０，４０）

乗合自動車
（２０，２１）

自家用乗用車
（３０，５０）

消防自動車
（８０）

特殊用途車
（８１，８２，８３，８９，
９０，９１，９９，０９）

軽自動車
（０１，０３，０６，０８）
三輪自動車
（６０，６７）

万円
１，１００
１，２００
１，３００
１，４００
１，５００
１，６００
１，７００
１，８００
１，９００
２，０００

円
４２，４５０
４３，４５０
４４，４５０
４５，４５０
４６，４５０
４７，４５０
４８，４５０
４９，４５０
５０，４５０
５１，４５０

円
４６，８３０
４８，０３０
４９，２３０
５０，４３０
５１，６３０
５２，８３０
５４，０３０
５５，２３０
５６，４３０
５７，６３０

円
５０，１２０
５１，３２０
５２，５２０
５３，７２０
５４，９２０
５６，１２０
５７，３２０
５８，５２０
５９，７２０
６０，９２０

円
１７，１１０
１７，５１０
１７，９１０
１８，３１０
１８，７１０
１９，１１０
１９，５１０
１９，９１０
２０，３１０
２０，７１０

円
３５，０６０
３５，８６０
３６，６６０
３７，４６０
３８，２６０
３９，０６０
３９，８６０
４０，６６０
４１，４６０
４２，２６０

円
３４，６７０
３５，４７０
３６，２７０
３７，０７０
３７，８７０
３８，６７０
３９，４７０
４０，２７０
４１，０７０
４１，８７０

加算額
５万円
につき

５０円 ６０円 ６０円 ２０円 ４０円 ４０円

（自動車損害共済事務取扱要項）

― 167 ―



車両共済分担金 その２（二輪自動車（原動機付自転車を含む））

責任額 １０１～４９９万円は加算額１万円につき２０円

責任額 ５０１万円以上は加算額１万円につき１０円

共済責任額
二輪自動車
（７０，７１）
原付自転車
（７５）

共済責任額
二輪自動車
（７０，７１）
原付自転車
（７５）

共済責任額
二輪自動車
（７０，７１）
原付自転車
（７５）

万円
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４
３５

円
５７０
６１０
６５０
６９０
７３０
７７０
８１０
８５０
８９０
９３０
９７０
１，０１０
１，０５０
１，０９０
１，１３０
１，１７０
１，２１０
１，２５０
１，２９０
１，３３０
１，３７０
１，４１０
１，４５０
１，４９０
１，５３０
１，５７０
１，６１０
１，６５０
１，６９０
１，７３０
１，７７０
１，８１０
１，８５０

万円
３６
３７
３８
３９
４０
４１
４２
４３
４４
４５
４６
４７
４８
４９
５０
５１
５２
５３
５４
５５
５６
５７
５８
５９
６０
６１
６２
６３
６４
６５
６６
６７
６８

円
１，８９０
１，９３０
１，９７０
２，０１０
２，０５０
２，０９０
２，１３０
２，１７０
２，２１０
２，２５０
２，２９０
２，３３０
２，３７０
２，４１０
２，４５０
２，４８０
２，５１０
２，５４０
２，５７０
２，６００
２，６３０
２，６６０
２，６９０
２，７２０
２，７５０
２，７８０
２，８１０
２，８４０
２，８７０
２，９００
２，９３０
２，９６０
２，９９０

万円
６９
７０
７１
７２
７３
７４
７５
７６
７７
７８
７９
８０
８１
８２
８３
８４
８５
８６
８７
８８
８９
９０
９１
９２
９３
９４
９５
９６
９７
９８
９９
１００
５００

円
３，０２０
３，０５０
３，０８０
３，１１０
３，１４０
３，１７０
３，２００
３，２３０
３，２６０
３，２９０
３，３２０
３，３５０
３，３８０
３，４１０
３，４４０
３，４７０
３，５００
３，５３０
３，５６０
３，５９０
３，６２０
３，６５０
３，６８０
３，７１０
３，７４０
３，７７０
３，８００
３，８３０
３，８６０
３，８９０
３，９２０
３，９５０
１１，９５０
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（２）対物損害賠償共済分担金

（３）対人損害賠償共済分担金

自動車の種類
及び用途
コード

共済責任額

自家用貨物車
（１０，４０）

乗合自動車
（２０，２１）

自家用乗用車
（３０，５０）

消防自動車
（８０）

特殊用途車
（８１，８２，８３，８９，
９０，９１，９９，０９）

軽自動車
（０１，０３，０６，０８）
三輪自動車
（６０，６７）

二輪自動車
（７０，７１）
原付自転車
（７５）

万円

１００

２００

３００

４００

５００

６００

７００

８００

９００

１，０００

無制限

円

５，３２０

７，１８０

８，１１０

９，０４０

９，９７０

１０，４３０

１０，８９０

１１，３５０

１１，８１０

１２，２７０

１３，６５０

円

７，３９０

９，９８０

１１，２７０

１２，５６０

１３，８５０

１４，４９０

１５，１３０

１５，７７０

１６，４１０

１７，０５０

１８，９７０

円

５，３４０

７，４９０

８，５６０

９，６３０

１０，７００

１１，２３０

１１，７６０

１２，２９０

１２，８２０

１３，３５０

１４，６５０

円

２，３４０

２，５４０

２，６４０

２，７４０

２，８４０

２，８９０

２，９４０

２，９９０

３，０４０

３，０９０

３，６３０

円

６，６５０

９，３２０

１０，６５０

１１，９８０

１３，３１０

１３，９７０

１４，６３０

１５，２９０

１５，９５０

１６，６１０

１８，５９０

円

３，４５０

３，８６０

４，０６０

４，２６０

４，４６０

４，５６０

４，６６０

４，７６０

４，８６０

４，９６０

５，８６０

円

４００

５２０

５８０

６４０

７００

７３０

７６０

７９０

８２０

８５０

９７０

自動車の種類
及び用途
コード

共済責任額

自家用貨物車
（１０，４０）

乗合自動車
（２０，２１）

自家用乗用車
（３０，５０）

消防自動車
（８０）

特殊用途車
（８１，８２，８３，８９，
９０，９１，９９，０９）

軽自動車
（０１，０３，０６，０８）
三輪自動車
（６０，６７）

二輪自動車
（７０，７１）
原付自転車
（７５）

万円
２，０００
３，０００
４，０００
５，０００
６，０００
７，０００
８，０００
９，０００
１０，０００
１１，０００
１２，０００
１３，０００
１４，０００
１５，０００
無制限

円
３，６６０
４，０１０
４，３６０
４，７１０
４，８８０
５，０５０
５，２２０
５，３９０
５，５６０
５，６４０
５，７２０
５，８００
５，８８０
５，９６０
６，１３０

円
４，８９０
５，２９０
５，６９０
６，０９０
６，２９０
６，４９０
６，６９０
６，８９０
７，０９０
７，１９０
７，２９０
７，３９０
７，４９０
７，５９０
７，７５０

円
３，５９０
３，９８０
４，３７０
４，７６０
４，９５０
５，１４０
５，３３０
５，５２０
５，７１０
５，８００
５，８９０
５，９８０
６，０７０
６，１６０
６，４４０

円
２，６３０
２，７４０
２，８５０
２，９６０
３，０１０
３，０６０
３，１１０
３，１６０
３，２１０
３，２３０
３，２５０
３，２７０
３，２９０
３，３１０
３，４９０

円
５，２５０
５，８３０
６，４１０
６，９９０
７，２８０
７，５７０
７，８６０
８，１５０
８，４４０
８，５９０
８，７４０
８，８９０
９，０４０
９，１９０
９，３４０

円
１，８７０
１，９９０
２，１１０
２，２３０
２，２９０
２，３５０
２，４１０
２，４７０
２，５３０
２，５６０
２，５９０
２，６２０
２，６５０
２，６８０
２，７１０

円
１，１２０
１，２１０
１，３００
１，３９０
１，４３０
１，４７０
１，５１０
１，５５０
１，５９０
１，６１０
１，６３０
１，６５０
１，６７０
１，６９０
１，８１０
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４．分担金の納付方法

分担金額通知書兼請求書（第４号様式）を、承認証と同時に送付いたしますので、この分担

金額通知書兼請求書を受理したら、遅滞なく分担金額通知書兼請求書記載の納付期限までに、

分担金を都道府県町村会指定口座に送金し、あわせて分担金送付書（第４－２号様式）を都道

府県町村会へ送付下さい。

分担金額通知書兼請求書と分担金送付書は３枚複写になっており、１枚目が分担金額通知書

兼請求書、２、３枚目（本会用・都道府県町村会用）が分担金送付書となっております。
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Ⅶ 共済金（見舞金）請求手続き

１．共済金（見舞金）の支払請求

共済金（見舞金）の支払請求については、共済の目的に規程第５条及び第２３条に定める損害

が生じたときに、細則第５号様式「自動車事故共済金請求書」に共済委託承認証（写）ならび

に関係書類を添えて請求して下さい。

２．共済金請求事務処理手続き

共済委託自動車にかかる損害が発生した場合における手続等は次のように行います。

（１）自動車事故発生の報告

共済委託団体は、事故が発生した場合には、電話その他の方法等により、次の事項を速や

かに都道府県町村会に報告して下さい。

ア 共済委託車両の承認証番号、登録番号、共済期間

イ 事故発生の日時、場所

ウ 事故状況と原因

エ 損害の程度と事故に対しての処置

（２）事故処理

都道府県町村会は共済委託団体から前記の報告を受理したときは、必要に応じて、事故発

生現場に職員を派遣、事故状況の調査確認を行い、共済金等請求用紙を共済委託団体に送付

のうえ、請求までの手続等の援助を行います。

損害賠償事故の場合は、委託団体の同意によって損害賠償請求権者との折衝、示談等を本

会が行います。

（３）共済金請求と給付

ア 共済委託団体は、前記２の共済金等請求用紙を都道府県町村会から受理し、同表紙に記

載の「自動車共済金請求書類の記載例」等を参照し所用事項を記載の上、都道府県町村会

へ返送して下さい。

イ 共済金（見舞金）の請求は、「共済金請求書」を作成し、都道府県町村会に提出して下

さい。

ウ 本会は都道府県町村会から提出された別記関係書類を審査して共済金を決定いたします。

エ 共済金は原則として都道府県町村会を経由して共済委託団体に給付いたします。
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３．共済金（見舞金）請求に必要な書類一覧

（注）１．◎印は原則として常に必要な書類です。

２．○印は場合によって必要な書類です。

３．上記の書類以外にも必要があれば他の書類を提出して頂くことがあります。

区 分 車両共済 対 物 対 人 自損事故
公務災害

見 舞 金

対人賠償

見 舞 金

１ 自動車事故共済金請求書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

２ 事故証明書（自動車安全運転センターの証明書） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

３ 自動車事故発生状況報告書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

４ 示談書 ○ ◎ ◎ 〇

５ 医師診断書（死亡の場合は死亡診断書） ◎ ◎ ◎ ◎

６ 診療報酬明細書 ◎ ◎ ◎

７ 看護料、交通費等の明細書及び領収書 ○

８ 休業損害証明書 ○

９ 修理見積書又は請求書、領収書 ◎ ◎

１０ 車両引揚、牽引、運搬費請求書、領収書 ○ ○

１１ 休車補償費請求明細書及び領収書 ○

１２ 代替車借上請求明細書及び領収書 ○

１３ 共済委託車両事故写真 ◎

１４ 被害車両又は物件の事故写真 ◎

１５ 公務災害補償法に基づく認定通知 ◎

１６ 個人情報の取扱に関する同意書 ◎ ◎

１７ 振込口座指図書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

１８ 共済委託承認証 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

１９ 自賠責保険損害賠償額支払通知書又は自賠責保険支払証明書 ◎ ○

２０ 戸籍謄本（自損事故・公務災害見舞金の受給者死亡の場合） ◎ ◎

２１ その他関係書類 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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長野

青森

（自動車損害共済事務取扱要項）

― 173 ―



京都

（自動車損害共済事務取扱要項）

― 174 ―



（自動車損害共済事務取扱要項）

― 175 ―



自動車損害共済に関する質疑・回答集

この質疑・回答集は、規程の用語又は解釈がわかりにくいものや、委託団体からよくある質問

をまとめたものです。

しかしながら、規程の全てについて網羅して説明をすることは難しいことから、この規程に定

めない事項につきましては、規程第２条による「保険法」の定めによるものとするほか、共済

金・見舞金の給付にあたっては、一般の自動車保険約款の例によるものといたします。

� 共済委託（加入）の対象の範囲

問１．本共済に委託できるのはどの範囲の自動車か。

また、最近、地方公共団体においては行政の多様化、合理化等に伴って、民間保有自動

車の借上げるケースの自動車の共済委託の取扱いはどうなるのか。

答 規程第３条による共済委託団体が現に管理、使用している自動車及び委託団体が管理、

使用している間に生じた損害について、直接委託団体が負担することを条件とし、消防活

動、除雪のために臨時に借上げて使用することを約した民間自動車が加入対象となる。

地方公共団体が消防活動等特定の行政目的遂行のため民間保有自動車を借上げて使用す

る場合には、次の要件を具備していることにより、規程第４条第２項に該当する自動車と

して取扱うこととしている。

� 借上げを行う自動車について、当事者間において（賃）貸借契約を締結したものであ

ること。

この場合の契約内容は借上げ目的により異なるが、一般的には次のとおりである。

ア 前文

イ 賃借車両の種類

（車名、年次、型式、車台番号、登録番号、附属品など）

ウ 使用目的

エ 賃借期間

オ 賃借料

カ 賠償、任意保険料

キ 借受者の義務

ク 貸主者の義務

ケ その他
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� 借上げ自動車については、公用車管理規程等に基づき、適正な管理、使用が行われて

いること。

問２．行政の多様化、合理化に伴い、地方公共団体所有の自動車を業務委託先等に貸与する

ケースの取扱いは、どうなるのか。

答 地方公共団体が業務委託又は社会福祉事業の行政目的を遂行するため、当該地方公共団

体所有の自動車を業務委託先等へ貸与する場合は、次の要件を具備することにより、規程

第４条第１項に該当する自動車として取扱うこととしている。

� 業務の委託を書面により約しているもの及び行政目的を遂行するため業務として自動

車の貸借（使用）を書面により約しているものであること。

（貸借契約の様式は、問１①の（賃）貸借契約の要件を準用）

� 当該地方公共団体が貸与自動車の使用状況を業務報告等により管理していること。

� 自動車を運転する者は、原則として業務委託団体の職員及び行政目的を遂行するため

の業務を行う者であること。

問３．消防自動車には被けん引車が連結されていて消防活動するが、この車もあわせて共済の

目的として委託してもよいか。もし承認された場合に、たとえば水害等の場合これを消防

車から離して材料運搬等に使用することがあるが、この場合、この車に生じた損害は共済

の対象となるか。

答 消防自動車の被けん引車は、消防車の一部として扱うことになる。また、設問のように、

被けん引車としてではなく、取りはずして単独に一般運搬車として使用した場合の損害事

故については、原則として共済の対象にならない。

問４．消防自動車に付属した諸工具類は委託の対象となるか。

答 消防車の場合、消防活動に必要な付属品はこれを消防車の一部とみなすこととなる。ま

た、自動車が運行に必要な携行工具（ジャッキ、クランク等）の類も委託の対象となる。

（注）一般自動車共済の実務上では、一般的に自動車の専用品として定着されているラジ

オ、時計、ヒーター、クーラー、ステレオ（テープは除く）など、また装備されている標

準工具、スペアタイヤ（１本）は、通常の自動車の付属品として共済目的に含まれる。

なお、装飾品（マスコット類、クッション、花ビン、膝掛等）は運転に必要な付属品以

外の物であるので、共済目的には含まれない。
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� 委託手続及び分担金

問１．共済委託車両の車両見積価額の定め方は、取得価格から乗合自動車及び消防自動車なら

びに特殊工作車にあっては年間１０％、それ以外の乗用車等にあっては年間１５％の経年によ

る減価損を差引いた残額とすることとなっているが、これと時価額の関係はどのようにな

るか。

答 年間１０％～１５％の経年による減価額を差引いて算出した車両見積価額は通常の場合時価

額を上回る額となるが、これを車両見積額とみなし、全損の場合は改めて事故前見積額を

徴することなく、当該車両見積価額が支払われることとなる。

問２．共済委託車両を期間の中途で買い替えた場合、当該通知により残存期間について共済さ

れることとなるか。

答 内容変更通知書により変更手続きをすることによって、残存期間について共済すること

となる。

� 共済責任の範囲等

問１．規程第５条の共済の種類に述べる責任の範囲とその危険負担の条項について簡単に説明

されたい。

答 本条項は、共済事業の負担すべき危険の前提条件を具体的に規定したもので、その損害

の原因とする事故は全て偶発することを要することとなっている。それぞれ車両自体の損

害及び賠償損害についての内容を明瞭とするための規定である。

問２．車両共済の目的につき生じた損害に対する共済について説明されたい。

答 車両損害は、次の１から３の事故による損害額が全損の場合を除き、１回の事故によっ

て生じた損害額が１０，０００円以上の場合にその損害をてん補することとし、この金額に達し

ない事故は免責とした。

１．衝突、墜落又は転覆による直接の損害

２．火災（機関から発生した場合を含む）による直接の損害

ガレージに収容中及び運転中を問わず、火災による損害は全て共済の対象となる。しか

し、エンジン加熱による配線の燻損とか、タバコの火による焦損は火災に該当しないので

共済の対象とならない。

３．盗難による損害

自動車の盗難事故は窃盗又は強盗により車体の全部あるいは車体の一部とみなされる付

属品、例えばバッテリー、タイヤ、備付ラジオ、時計、工具等を持ち去られたことによる

損害である。

盗難事故による共済金の支払を受けた後、盗難の自動車又は部分品が発見された場合、
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その発見が共済金受領の日から６０日以内のときは、委託団体は既に受けとった共済金を返

戻して、これを回復することができる。なお、上記の場合委託団体は、盗難中におきた車

両の損害があれば、これについて共済金を請求することができる。

問３．規程第１２条関係の「本会による援助」、「本会による解決」、「損害賠償請求権者の直接請

求権」について説明されたい。

答 「本会による援助」とは、委託団体が行う折衝、示談又は調停若しくは訴訟の手続等に

対する協力行為を意味する。

「本会による解決」とは、委託団体に対して従来から行っている前記した援助に加えて、

てん補責任を負う限度内において、委託団体の同意を得て、委託団体のために被害者（損

害賠償請求権者）と折衝、示談又は調停若しくは訴訟の手続（弁護士の選任を含む）を行

うものである。

「損害賠償請求権者の直接請求権」とは、損害賠償請求権者（相手被害者）が事故によ

り被った損害賠償を請求するにあたり、本会に対して直接請求できる権利のことである。

問４．対人賠償共済の範囲について説明されたい。

併せて、規程第１５条第３号に規定されている「委託団体の業務に従事中である当該団体

の職員で、地方公務員災害補償法等に基づく公務災害補償制度により補償を受くべき者の

生命又は身体を害したことによる損害賠償義務」について、損害賠償共済の対象外となっ

ていること、また、関連の規程第２７条第１項の公務災害見舞金について説明されたい。

答 対人賠償共済は、自動車事故により他人の生命・身体に与えた損害について、車内・車

外を問わず給付の対象とする。

規程第１５条第３号に規定の「当該団体の職員で、地方公務員災害補償法等に基づく公務

災害補償制度により補償を受くべき者」については、当該団体が地方公共団体の場合に

あっては、地方公務員災害補償法の規定による地方公務員災害補償基金の補償を受けるこ

とができる当該団体の職員に対する対人賠償義務については本共済の対象外となるが、こ

の場合は、規程第２７条第１項の公務災害見舞金の対象となる。

公務災害見舞金については、上記のほか、地方公務員災害補償法の規定による地方公務

員災害補償基金の補償を受けることができる当該団体の職員が当該自動車事故によって身

体に傷害を被った場合も対象となる。なお、地方公共団体以外の委託団体については、地

方公共団体に準じて適用する。

問５．規程第１５条第３号により次の場合は免責となるか説明されたい。

A町の職員（甲車、本会契約）が、A町に通勤途中の職員所有車両（乙車）に衝突、甲

車職員及び乙車職員が負傷した。（両職員とも地方公務員災害補償基金の補償を受けるこ
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とができる職員）

答 甲車の起こした事故による被害者（乙車に搭乗の職員）の賠償損害は、本自動車共済の

規程に基づき、A町の業務に従事中で公務災害補償制度により補償を受くべき乙車搭乗者

に対する対人賠償共済金は免責となる。なお、公務災害見舞金の規程によって見舞金は給

付されることとなる。

� 共済金の給付

問１．公有自動車の車種、用途の増加に伴い、各種団体や住民からマイクロバスや特殊用途車

の一時借用希望が増え、町村当局としても行政推進上できるだけ便宜をはかりたいと考え

ている。このようなスポット的貸出しによって事故が発生した場合、共済金支払の対象と

なるか。

答 本共済事業は、公有自動車が公務に使用されることを前提として運営しており、公務に

使用中の事故等を対象としているが、最近の地方行政は地域住民に対する行政サービスの

強化等により行政事務が多様化してきている。

このような状況のもとで、個々の事例を判定することは、取扱上、公平を欠くことにも

なりかねないので、公有自動車のスポット（短期）貸出しについては、その管理・使用に

ついて町村当局の適正な管理体制が講じられることを前提として対象とする。

� 公有車管理規程等に基づいて貸出されるもので、貸出し簿等により使用状況等を掌握

し、適切な指導、管理が行われている場合。

� 上記管理規程等が制定されていない町村については、事前に使用許可申請を徴し行政

遂行上あるいは公益性の観点から町村長が適当と認め許可した場合。

なお、これら貸出中に生じた事故にかかる共済金の請求にあたっては貸出記録簿又は

使用許可書等の（写）の添付を要する。

問２．自動車共済の車両共済に加入し、本会の建物災害共済事業にも収容品として委託してい

る公有自動車が、火災により損害を蒙ったとき双方から共済金の支給が受けられるか。

答 自動車損害共済においては、格納中の火災・格納場所以外における火災による被災を問

わず共済金支払対象となるが、その自動車が自動車損害共済と建物災害共済に二重加入し

た場合の支払いについては次のような処理とする。

イ 格納中の火災の場合は、建物災害共済で優先して支払う。

ロ 格納場所以外における火災によって被災した場合は、自動車共済のみにより支払われ

る。

問３．自動車事故における法律上の賠償義務に基づく対人損害賠償について説明されたい。

答 規程第１０条の「法律上の損害賠償義務」とは、次のようなものである。
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ア 積極的損害

被害者が現実に支出し又は将来確実に支出しなければならない費用のたぐいで、たと

えば治療費・入院費・交通費・通信費などで、この外医師の指示により要した、義手・

義足の費用等交通事故と相当因果関係に立つ損害がこれにあたる。

イ 消極的損害

被害者が生きていれば、あるいは受傷により稼動能力を喪失しなければどれだけ収入

があったか、又は治療期間中勤めを休んだため給与が停止された場合、又は店を休業し

たため本来当然得られたであろうところの収入が得られなかった場合の利益についての

損害及び肉体的苦痛に対する慰謝料がこれにあたる。

問４．自損事故共済制度の適用を受ける条件及び類別について説明されたい。

答 （１）自損事故の条件としては、

共済加入自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故によって、運転者（運

転補助者を含む）および搭乗中の者が死傷害を受け、かつ、自賠法第３条に基づく損

害賠償請求権が発生しないこと。

（２）自損事故の形態としては次が考えられる。

ア 単独事故（自爆事故）

イ 自動車との衝突事故で、相手車が自賠法第３条ただし書きの無責の３条件を立証

した事故

ウ 共済委託自動車による、運転者、保有者等の事故（自車に轢かれた等）

エ 共済委託自動車の運行中の飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発又

は共済委託自動車の落下による事故

問５．本事業に委託している同一町村の所有する甲車と乙車が衝突事故を起した場合は、車両

損害共済及び対物損害賠償共済でどのようにてん補されるか。

答 対物損害賠償（車両）は同一団体間の事故であるため発生しない。

車両共済は甲・乙両車について共済金支払いの対象となる。

問６．本共済事業に共に委託している甲町車の運転の過失により乙町車と衝突事故を起した場

合の共済金の請求について説明されたい。

答 双方の責任割合によって示談し、賠償金を受け、損害を修理することとなる。損害賠償

金については、本会に対して請求ができる。賠償金が損害額より少額のときは、その差額

につき車両共済金を受けることができる。

問７．車両損害の場合で他人から損害賠償を受ける決定があった場合、その他人に賠償力がな

い場合どうなるか。また、他人が賠償しても共済金の支給を受けることができるか。
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答 他人の不法行為による損害の場合は、被害町村に損害賠償請求権がある。したがって、

規程第４０条第１項第４号において、請求権の行使又は保存に必要な手続きが町村に義務づ

けられている。

他人から損害賠償を受けることの決定があった場合は、町村としては、あくまで賠償金

の支払いを受けられるよう手段を尽すべきである。もし、法的手段によっても、なおかつ

賠償金の全部又は一部の支払を受けることができない場合は、共済金支払の対象となり得

るものである。

また、他人より受けた賠償金額が、損害額の一部である場合には、この差額について車

両損害共済金を支払うこととなる。

問８．自動車が道路から転覆してその付近の農作物に直接被害を与えた場合（その車が倒れた

部分）は、その損害自体は共済の対象となると思うが、その自動車を引き上げるために、

その付近の農作物等により多くの損害を与えた場合は共済の対象となるか。

また、他人の家畜に与えた損害はどうか。

答 設問の農作物、家畜に与えた損害については共済金支払の対象となる。

なお、自動車を引き上げるために、農作物等の損害が拡大した場合については、引き上

げ業者の責任も発生すると考えられるので、事案ごとの判断が必要である。

問９．自動車損害修繕における塗装費用の制限について説明されたい。

答 自動車の塗装費用に対する共済金支払は次のとおりである。

ア 塗装費用については、これを工賃とみなし控除を行わない。

イ 損傷部分だけでなく、他の部分も塗装した場合にはその部分は対象外とする。

問１０．自動車の盗難の際の共済金請求方法について説明されたい。

答 自動車が盗難にあった場合には、直ちに警察署に「盗難被害届」を提出し、共済金請求

の際は「盗難被害届（写）」を添えて請求されたい。なお、陸運事務所にする登録抹消手

続きの終了後は、速やかに「登録抹消証明」（廃車証明）を提出されたい。

なお、盗難による損害共済金を支払った後、６０日以内に、自動車が発見されたときは、

既に受取った損害共済金を本会に戻したうえ、その返還を受けることができる。

� 共済金を給付しない損害

問１．運転手の重大な過失による免責について説明されたい。

答 規程第１３条共済不てん補条項において「運転中における運転手又は助手の重大なる過失

を除く」と規定している。

自動車事故においては、その大部分が運転手又は助手の過失によるものであり、これを

全て免責とすると共済の対象になる事故がごく一部となり、共済委託の意義が極めてせま
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いものになるので規定したものである。

問２．「共済の目的に存在した瑕疵又はその磨滅、腐 その他の自然の消耗」─（例、ブレー

キの磨耗、ボルトのゆるみ等）の存在に気付かずに運転中それによって生じた事故の車両

損害に対しては共済の対象となるか。

答 本号の規定する損害は、偶然なる外来の事故による損害でないとの理由で免責としてい

る。

しかしながら、瑕疵又は自然の消耗は通常の検査では容易に発見されないものであるか

ら実務上は、瑕疵又は自然の消耗自体の減価損害のみを免責とし、それによる他の損害は

有責としている。

問３．規程第１５条第１号にいう「共済の目的に積載した財物について生じた損害に対して負担

した損害賠償義務」について説明されたい。

答 積載貨物に対する賠償責任を不てん補としたもの。

貨物については、運送契約あるいは保管責任の内容が当事者間で様々であり、その賠償

責任をてん補することは契約の内容により賠償額の認定に困難が生じるためである。

� 損害額の決定

問１．車両共済は、全損の場合を除き１回の事故によって生じた損害額が１０，０００円以上の場合

に共済金を給付するとあるが、共済金の算定方法を例示されたい。

答 車両共済の損害てん補については比例てん補方式をとることになっている。

共済責任額が、共済目的見積価額より少額のときはいわゆる一部共済であって、委託者

が分担金の節約をはかるため、共済の目的につき生ずることのある損害に対し、一部を事

業者に依存し、分担金の節約分に相当する損害については自らの負担としているという考

え方である。このことから、損害額に対する共済金は共済責任額の共済目的見積価額に対

する割合によって定めることとなっている。（共済責任額≦共済目的見積価額の場合）

共済金算定の方式は、次のとおりである。

損害総額×
共済責任額

見積価額
＝共済金（円未満四捨五入）

（注）損害総額は１０，０００円以上であること。

問２．対物・対人賠償共済のうち、他人の生命、身体等に与えた損害の範囲について説明され

たい。

答 対物・対人賠償共済金は、法律上の損害賠償義務の範囲としているが、民法４１６条に規

定する賠償の範囲は、原則として「通常生ずべき損害の賠償」に限られ、「特別事情によ

る損害」についても「予見しまたは予見し得べかりし」場合には賠償の対象とすることと
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なっている。実務的には「加害者と被害者の利益をおしはかって、誰にどんな損害を負担

させるのが公平であるか」という、損害賠償制度本来の趣旨からみて、次の３点の基準に

照して、各ケース毎に個別的具体的に判断していくこととなり、裁判例を認定の基本とす

る。

� 必要性 被害者の治療費等の出費が、被害者の負傷を回復する上に必要であったか。

� 相当性 必要があるとしても、被害者の社会的地位、生活程度又は一般の価格から

して相当であったか。

� 合理性 必要性、相当性があったとしても、普通の人が交通事故による賠償として、

一般的に納得できるものか。

� その他の事項

問１．消防活動に海水を使用中のところ、砂利等の吸引によって生じたポンプの損害は共済金

支払の対象となるか。

答 消防車の籐籠、吸水管からは砂利等は吸引されないように装置がなされているので設問

の場合は、籐籠の破損による場合と考えられる。

消防車の整備によって、この種の事故は極めて少ないと考えられるが、事実生じた損害

については共済の対象となる。

問２．緊急自動車を運転する場合の注意義務について説明されたい。

答 緊急自動車といえども、交差道路が優先道路又は明らかに広い道路である場合に徐行す

る義務、交差点において他の車両等に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行する義

務、一時停止の指定場所を通行する場合は徐行する義務などの注意義務を負っている。

問３．自動車事故のうち、特に車体損害事故は、損害額の算定をめぐってクレームが発生しや

すい。この場合、損害算定の円滑化をはかるため車体損害の査定を主としたアジャスター

（鑑定人）を利用してもよいか。また、アジャスターに要する経費はどのようになるか。

答 車体損害額が概ね３０万円以上と見込まれるもので、車体損額の算出に疑義が生じ、妥当、

公正さを確保する必要が生じた場合、アジャスターの立会調査を依頼してもよい。ただし、

本会の事前承認を必要とする。
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